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支
給
対
象
期
間

就
労
が
で
き
な

く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
４
日

目
以
降
就
労
が
で
き
な
い
期
間

支
給
額
（
直
近
の
継
続
し
た
３
か

月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
÷
就

労
日
数
）×
⅔
×
支
給
対
象
と
な
る

日
数

適
用
期
間

令
和
２
年
１
月
１
日

か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
の
間
で

療
養
の
た
め
、労
務
に
服
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
期
間

※
入
院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
最

長
１
年
６
か
月
ま
で

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

水
道
料
金
等
の
支
払
い
は
便

利
な
口
座
振
替
が
お
勧
め

問
営
業
課

☎（
８
７
７
）8
4
6
0

申
し
込
み

預
金
通
帳
、届
出
印
、

納
付
通
知
書
や
上
・
下
水
道
料
金
の

お
知
ら
せ（
検
針
票
）等
の
水
道
番

号
が
分
か
る
も
の
を
持
参
し
、次
の

金
融
機
関
等
の
窓
口
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

取
扱
金
融
機
関

琉
球
銀
行
、沖
縄

銀
行
、沖
縄
海
邦
銀
行
、コ
ザ
信
用

金
庫
、沖
縄
県
農
業
協
同
組
合
、沖

縄
県
労
働
金
庫
、ゆ
う
ち
ょ
銀
行

口
座
振
替
日
は
、検
針
月
の
翌
月

20
日
で
す
。※
金
融
機
関
の
休
業
日

の
場
合
は
、翌
営
業
日
。

▲水道料金は
口座振替がお
勧め

更
新
の
際
に
納
税
相
談
が
必
要
で

す
。指
定
の
日
に
来
庁
で
き
な
い
場

合
は
、必
ず
3
月
31
日（
木
）ま
で
に

更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

※
①
、②
以
外
の
被
保
険
者
は
、４

月
１
日
か
ら
有
効
の
保
険
証
を
３

月
上
旬
頃
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
午

前
11
時
30
分
、午
後
1
時
～
午
後
4

時
30
分

【
国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者

医
療
制
度
】新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
伴
う
傷
病
手
当

金
の
支
給

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
１
２
〜
3
7
1
3・

３
７
２
７

適
用
期
間
が
令
和
３
年
12
月
31

日（
金
）か
ら
令
和
4
年
３
月
31
日

（
木
）に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

支
給
対
象
者

①
浦
添
市
の
国
民
健
康
被
保
険
者

ま
た
は
、浦
添
市
民
で
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
場
合
や
、発
熱
等
の
症

状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
た
場
合

で
、仕
事
が
で
き
な
か
っ
た
人（
給

与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
人
に

限
る
）

③
４
日
以
上
仕
事
を
休
ん
で
い
る

人④
仕
事
が
で
き
な
い
期
間
に
給
与

の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
人

税
金
・
保
険
・
年
金

令
和
3
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
」第
8
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
3
7
1
2・3
7
1
7
〜

3
7
2
2

令
和
３
年
度
「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
8
期
納
期
限
は
2
月
28
日

（
月
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

更
新
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

問
国
民
健
康
保
険
課
国
保
税
第

１
係

☎  

内
線
３
７
２
３

次
の
①
、②
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
被
保
険
者
は
、国
民
健
康
保
険

課
窓
口
で
保
険
証
の
更
新
が
必
要

で
す
。

①
令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
税

第
7
期
ま
で
を
１
月
31
日（
月
）ま

で
に
納
付
し
て
い
な
い
世
帯
の
被

保
険
者
※
平
成
16
年
4
月
2
日
以

降
生
ま
れ
の
被
保
険
者
は
保
険
証

を
郵
送
し
ま
す
。

②
修
学
特
例（
学○
）ま
た
は
遠
隔
地

（
遠○
）の
被
保
険
者

手
続
き
に
必
要
な
物
は
、３
月
上

旬
頃
に
通
知
す
る
は
が
き
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。滞
納
が
あ
る
世
帯
は
、

宝
く
じ
が
地
域
の
た
め
に

問
市
民
生
活
課

☎  （
8
7
6
）1
2
4
8

経
塚
団
地
自
治
会
で
は
、宝
く
じ

の
助
成（
※
）で
、コ
ピ
ー
機
・
草
刈

機
・
清
掃
用
具
・
会
議
用
テ
ー
ブ
ル
・

パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
整
備
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
備
品
を
活
用
し
、小
さ
な

お
子
さ
ん
か
ら
高
齢
者
ま
で
楽
し

く
活
動
で
き
る
よ
う
な
地
域
づ
く

り
を
行
い
ま
す
。

※（
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は

毎
年
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事

業
の
一
環
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
健
全
な
発
展
を
目
的
と
し
た
助

成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

特
別
障
害
者
手
当・障
害
児
福

祉
手
当
制
度

問
障
が
い
福
祉
課

☎（
８
７
6
）1
2
6
7

特
別
障
害
者
手
当

在
宅
で
心
身
に
重
度
の
障
が
い

が
あ
り
、日
常
生
活
で
常
に
特
別
な

介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の

人
が
対
象
で
す
。障
害
者
支
援
施
設

等
に
入
所
、ま
た
は
３
か
月
を
超
え

て
入
院
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外

で
す
。

障
害
児
福
祉
手
当

在
宅
、ま
た
は
入
院
中
で
心
身
に

重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、日
常
生
活

で
常
に
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
20
歳
未
満
の
人
が
対
象
で
す
。障

害
者
支
援
施
設
等
に
入
所
し
て
い

る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

※
両
手
当
と
も
所
得
に
よ
る
支
給

制
限
な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法

医
師
の
診
断
書
、そ
の

他
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。詳
し

く
は
、障
が
い
福
祉
課
窓
口
ま
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
浦
添
市
の
景
観
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」ご
協
力
の
お

礼
と
ご
報
告

問
美
ら
ま
ち
推
進
課

☎（
8
7
6
）1
2
4
3

当
該
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
き

ま
し
て
は
、多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
協

力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

回
答
や
ご
意
見
は
、景
観
施
策
へ
反

映
さ
せ
、こ
れ
ま
で
以
上
に
浦
添
市

ら
し
い
ま
ち
な
み
景
観
の
形
成
に

取
り
組
み
ま
す
。今
後
と
も
市
の
景

観
行
政
へ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

※
な
お
調
査
結
果
は
、現
在
分
析
中

で
す
。取
り
ま
と
め
次
第
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
報
告
し
ま
す
。

※申告書は、市役所２階 市民税課または申告会場で配布しています。
※市ホームページからもダウンロードすることができます。

～令和4年度 市民税・県民税兼国民健康保険税～

申告受付が始まります！

❶市県民税の申告書
❷本人確認書類
　 マイナンバーカード、運転免許証
マイナンバー通知カード+運転免許証など

❸前年中の収入・経費を
証明するもの
給与や年金の源泉徴収票、給与明細書、
収入支出帳簿など

❹諸控除の証明書類
ア.社会保険料の支払証明書など
イ.生命・地震保険料の控除証明書
ウ.医療費控除の明細書・

　　 医療費のお知らせなど
※領収書での申告不可、明細書作成必須。

　エ.障害者手帳、学生証など
　オ.障害者控除対象者認定書
❺その他
申告内容の確認に必要と思われるもの
※税務署から申告案内のハガキが届いた
人は、申告時に持参してください。

▼詳しくは市ホームページへ

2月16日（水）～3月15日（火）※休日受付/2月20日（日）、2月27日（日）

1月末に市県民税の申告書を発送
しています！

申告に必要なもの

　申告の要否、申告書の書き
方など詳しくは、市ホームペー
ジをご確認ください。

浦添市役所 市民税課 ☎（876）1275（直通）

申告書を送った人 申告書を送らない人
●昨年、市県民税の申告をした人
●昨年、浦添市へ引っ越した人
●申告義務がある人 など

●昨年、所得税の確定申告をした人
●1月1日現在、市民でない人
●前年の収入が給与または年金のみで、
　かつ昨年申告をしていない人 など

郵送書類 郵送先
1. 市県民税の申告書
2. 本人確認書類のコピー
3. 右欄の「申告に必要なもの」の❸～❺※コピー可 
※収入がないという申告をする人は、1、2のみ郵送してください。

申告の種類は大きく２つに区別されています！
市県民税の申告とは

所得税の確定申告とは

市役所に「市民税・県民税 兼 国民健康保険税申告書」を提出すること。

※期間中の申告・相談会場は、「浦添市産業振興センター・結の街」となります。
※北那覇税務署以外への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

所得税に関する問い合わせは、北那覇税務署☎（877）1324 ※自動音声案内

※申告書が届くまでに１週間程度かかる場合があります。

申告書の提出はできる限り郵送で！
市民税・県民税の申告書は郵送で提出できます。待ち時間が無く、自宅で申告書
を作成でき、新型コロナウイルス感染拡大防止につながります。

・申告書の控えが必要な人は、返信用封筒（宛先記入、切手貼付）を同封してください。
・添付書類は原則返却しません。
・証明書等の添付が無いと控除の適用はできません。

注意
事項

〒901-2501
浦添市安波茶 1‒1‒1 
浦添市役所 市民税課

申告期間

平日/午前9時～午後4時 ※混雑状況により早めに受け付けを終了する場合があります。申告時間

浦添市役所9階 ※市民税課（市役所２階）では受け付けていません。申告会場

問い合わせ

※「所得税の確定申告」が必要と判断した場合は、税務署または確定申告会場へ案内することがあります。

税務署または確定申告会場に「確定申告書」を提出すること。
▼下記に該当する人は「所得税の確定申告」が必要です
●所得税の還付申告　●青色申告　●損失申告　●雑損控除の申告　●住宅借入金等特別控除の申告　
●土地、建物、株式の譲渡所得の申告　●消費税の申告　●亡くなられた人の申告（準確定申告）
●FX・仮想通貨等の申告

「所得税の確定申告」
をすると、市県民税の
申告をする必要はあり
ません！

新型コロナウイルス感染拡
大防止のためにも来庁の際
は、マスク着用・検温・申告
書の事前記入にご協力お願
いします！
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